
一般会計補正予算第６号 

一般会計補正予算第 7 号  

SDGＳ未来都市 志摩市  

  志摩市は重点的・効果的な物価高騰対策を図り、 

  事業者と市民生活を支援します！！ 

総額５億５，５５４万１千円 

 

  電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業【新規】    

３億６，６８５万３千円 

 

 

 

①キャッシュレス決済ポイント還元事業【新規】  ６，９７９万２千円 

 

②物価高騰対策事業（水道基本料金免除）【新規】 １億１，８８９万６千円   

新型コロナウイルス感染症の影響や原油価格・物価高騰等により、市民の皆様の生活に大きな影

響をもたらしている経済状況を踏まえ、家計や事業活動を支援するため水道料金の基本料金を３か

月間免除します。 

※１ 本補正予算第７号は、令和４年１１月１日開催の臨時議会に提出します。              

※２ 上記①と②の事業は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しています。 

電力・ガス・食料品等の価格が高騰する中、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課

税世帯等）の生活を支援するため、国の制度として、住民税非課税世帯等に対して１世帯当たり５

万円を給付します。                                     

※１ 本補正予算第６号は、令和４年１０月１１日付で専決処分したものです。              

※２ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金補助金を活用しています。 

物価高騰や長引く新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少する消費を喚起し、市内

事業者の売上向上による地域経済の活性化や物価高騰による生活への影響緩和を図るとともに、新

しい生活様式に対応するため、市内の対象店舗において、商品・サービス等をコード型決済アプリ

で購入・利用した方に、決済額の一定割合のポイントを付与する事業を実施します。 

資料№１ 



  
ＳＤＧｓ未来都市・志摩市

     

ＮＥＷＳ（PRESS） ＲＥＬＥＡＳＥ 
 令和４年１０月２８日 

  健康福祉部 地域福祉課 

タ イ ト ル 「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」について 

 

概 要 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力・ガス・食料品等の価格が高騰する中、特に家計への影響が大きい低所得世

帯（住民税非課税世帯等）の生活を支援するため、国の制度として、住民税非課税

世帯等に対して１世帯当たり５万円を給付します。給付金を受けるためには、手続

きが必要です。 
 
【対象者】 

基準日（令和４年９月３０日）において世帯全員の令和４年度分の住民税（均等

割）が非課税である世帯。約７，０００件。 
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯を除きます。 

 
【給付金を受けるための流れ】 
① 振込先口座番号の記載された「確認書」が送付される。 
② 振込先口座に変更がなければ、確認欄（２か所）をチェックし、世帯主氏名、確

認日、連絡先電話番号を記載し、同封の返信用封筒で市役所に返信する。 
③ 振込先口座欄が空白の場合や、振込先口座に変更がある場合は、記入例に従い記

入の上、添付書類とともに市役所に返信する。 
※送付される確認書に口座番号の記載のない方もいます。 

 
【確認書の送付】 

 発送日 １１月１日（火） 
（郵便局の配達状況により同地域内でも配達日に差が出る場合があります。） 
【その他】 

同給付金は、「令和４年１月以降、予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非

課税相当となった世帯」や「令和４年１０月１日以降に支給対象となった世帯」も

対象となります（申請が必要）。また、ＤＶ等避難者等特別な配慮を要する場合な

ど、くわしくは志摩市のホームページを確認するか、下記まで問い合わせて下さい。 

 

補正予算額 ３６６，８５３千円（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金補助金を活用） 

お 問 合 せ 先 

 志摩市 健康福祉部 地域福祉課 

臨時特別給付金対策チーム 荻野、栁田、出口 

TEL 0599-43-5031  FAX 0599-44-5260 

e-mail  chiikifukushi@city.shima.lg.jp  

mailto:chiikifukushi@city.shima.lg.jp


支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）

住⺠税均等割⾮課税世帯等の皆さまへ

支給対象と申請の有無

 電⼒・ガス・⾷料品等価格⾼騰緊急⽀援給付⾦（１世帯あたり５万円）は、
住⺠税均等割⾮課税世帯や令和４年１⽉から１２⽉の間に家計急変のあった
世帯を⽀援する新たな給付⾦です。

 給付⾦を受給するためには、手続きが必要です。

世帯全員が令和４年度の
「住⺠税均等割が⾮課税」の世帯

※住⺠税が課されている⽅の扶養親族のみの
世帯を除く

令和４年１⽉〜１２⽉の収⼊が
減少し「住⺠税⾮課税相当」
の収⼊となった世帯(家計急変世帯)

１世帯あたり５万円
志摩市が確認書(または申請書)を受
理した⽇から１ヶ⽉以内が目安です。
※書類に不備がない場合

給付⾦の支給額 給付⾦の支給時期

電⼒・ガス・⾷料品等
価格⾼騰緊急支援給付⾦（５万円/1世帯）のご案内

⽀給手続きや⽀給要件の詳細は
裏⾯ をご確認ください。

電⼒・ガス・⾷料品等価格⾼騰緊急⽀援給付⾦の
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください︕

⾃宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合
は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

！

志摩市

I
⽀給手続きや⽀給要件の詳細は
裏⾯ をご確認ください。Ⅱ

志摩市から
確認書が届いた⽅はコチラ

令和５年
1月31日まで



お問い合わせ
●制度に関する問い合わせ
「内閣府住⺠税⾮課税世帯等に対する臨時特別給付⾦コールセンター」
電話番号 0120ｰ526ｰ145
受付時間 9:00〜20:00（12/29〜1/3を除く）

●志摩市の給付に関する問い合わせ
「臨時特別給付⾦対策チーム」
電話番号 0599ｰ43ｰ5031 (0599-44-0283 地域福祉課)
受付時間 8:30〜17:15（⼟⽇、祝⽇、12/29〜1/3を除く）

 対象となる世帯には、志摩市から、
給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。

 中身を確認して、志摩市に返信してください。
【注意事項】

令和５年１⽉３１⽇（⽕）（当⽇消印有効）までに確認書を返信
してください。（返信がない場合は、本給付⾦を受けることができません。）

 給付⾦を受け取るには、申請が必要です。
 申請期限︓令和５年１⽉３１⽇（⽕）
 申請⽅法︓申請を希望される⽅は、下記ホームページをご確認いただくか

志摩市「臨時特別給付⾦対策チーム」まで、電話等でお問い合わせください。

令和４年度住⺠税（均等割）が⾮課税の世帯
令和４年９⽉３０⽇時点で支給対象となる世帯

令和４年１０⽉１⽇以降に支給対象となった世帯や
DV等避難者等特別な配慮を要する場合など

給付⾦の支給手続き

お名前

 給付⾦を受け取るには、申請が必要です。
 申請期限︓令和５年１⽉３１⽇（⽕）
 申請⽅法︓申請を希望される⽅は、下記ホームページをご確認いただくか

志摩市「臨時特別給付⾦対策チーム」まで、電話等でお問い合わせください。
収⼊が減少することが、あらかじめ明らかな⽉の収⼊減少により給付を申請した場合、
不正受給（詐欺罪）に問われる場合があります。

予期せず家計が急変したことで収入が減少し、
世帯全員が住⺠税⾮課税相当※となった世帯(家計急変世帯)

（⼀例）住⺠税⾮課税となる年間給与収⼊の⽬安（志摩市の場合）単⾝の場合：93万円以下、扶養親族等(計1名)がいる場合：137万8千円以下

※ 住⺠税⾮課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収⾒込額（令和４年１⽉〜１２⽉の任意の１か⽉収⼊×12倍）が市⺠税均等割⾮課税
水準以下であることを指します。

！

I

Ⅱ

志摩市 価格⾼騰緊急支援給付⾦ 検索

※詳しくは、志摩市ホームページもご覧ください。

確認書が届いた⽅



              

 
PRESS RELEASE 

             令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日 

       産業振興部商工課 

キャッシュレス決済ポイント還元事業を行います 
 

 

 

概 要 

 

１．事業概要 

市内の対象店舗で、商品・サービス等をコード型決済アプリ（注 1） 

で購入・利用した方に、決済額の一定割合のポイントを付与する事業を実施

します。 

(1)キャンペーン期間 

令和 5 年 1 月 10 日（火）～2 月 9 日（木） 

(2)ポイント還元率及び付与上限 

 ・還元率：決済額の 20％ 

  ・付与上限額：1回あたり上限 1,000 円相当 

・キャンペーン期間上限 5,000 円相当 

(3)対象店舗等 

・市内で対象のキャッシュレス決済サービスを導入している店舗 

・対象店舗には、キャンペーンポスター等を掲示 

(4)対象のキャッシュレス決済サービス 

・未定 

 

２．目的 

物価高騰や長引く新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少す

る消費を喚起し、市内事業者の売上向上による地域経済の活性化や物価高騰

による生活への影響緩和を図るとともに、新しい生活様式に対応するための

非接触型のキャッシュレス決済の普及促進を目的としている。 

 

３．効果 

同事業により市内消費活動を向上させることで、市内経済の循環を図るこ

とができる。また、新しい生活様式に対応したキャッシュレス決済の普及促

進により市内のデジタル化の進展に寄与することができる。 

 

（注 1）コード型決済アプリ：ＱＲコードやバーコードを使用した決裁手段 

補正予算額 

総事業費 69,792 千円（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 

・キャッシュレス決済ポイント還元費等負担金   68,178 千円 

・キャッシュレス決済ポイント還元事業運営委託料 1,414 千円 

・広告費 200 千円 

問い合わせ 

志摩市 産業振興部 商工課 担当：東 

TEL:0599-44-0010 FAX:0599-44-5262 

E-MAIL：shoko@city.shima.lg.jp 

 

 
 

 

mailto:shoko@city.shima.lg.jp


  
ＳＤＧｓ未来都市・志摩市

      

ＮＥＷＳ（PRESS） ＲＥＬＥＡＳＥ 
令和４年１０月２８日  

  上下水道部水道総務課 

タ イ ト ル 

 

原油価格・物価高騰の影響を受けている生活者・事業者を支援します！ 

～水道基本料金の 3 か月間免除～ 

概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響や原油価格・物価高騰等により、市民の皆様

の生活に大きな影響をもたらしている経済状況を踏まえ、家計や事業活動を支援

するため水道料金の基本料金を３か月間免除します。 

 

１、支援内容 

 ・水道料金に係る基本料金及びメーター使用料を免除します。 

   

例）口径 13mm   

１か月当り基本料金 0～8 ㎥（税込） 1,408 円 

メーター使用料（税込）   77 円    

合 計  1,485 円 → 免除後 0 円 

 

1 か月 20 ㎥ 使用した場合（税込）  4,389 円 → 免除後 2,904 円 

 

口径１３mm の一般家庭の水道料金は、3 か月間で税込 4,455 円の軽減となりま

す。 

対 象 者 数 
官公庁を除く市内の全給水契約者 22,517 件 

（家庭用 20,542 件、営業用等 1,975 件） 

免 除 期 間 
令和４年１２月料金（１１月使用分）から 

令和５年２月料金（１月使用分）までの３か月間 

補正予算額 

免除額計（税込） 39,632 千円／月×3か月＝118,896 千円 

 

基本料金の免除による収益の減少分に対し、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を充当するため、118,896 千円を一般会計から補助金として受け入

れします。 

お問合せ先 

志摩市上下水道部 水道総務課  担当 濱口 

TEL 0599-44-0220   FAX 0599-44-5261 

e-mail  suidosomu@city.shima.lg.jp 

 

mailto:suidosomu@city.shima.lg.jp

